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２６年請願第２５号  新築による保育所の設置に係る住民安全確保に
ついて 

 

１ 請願事項 

  地域住民の安全確保のため，送迎を行う保育園児保護者，職員の車両を歩行

者の安全確保がされていない保育園敷地内まで乗り入れず，歩道などが整備さ

れた道路に面した近隣駐車場を確保し，まとめ駐車を行い，駐車場から園まで

は徒歩通園とする旨を条件に強力に指導すること。 
 

２ 現況 

（１） 新設保育園の概要について 

  今回の新設保育園の計画については，福岡市が実施した保育所設置・運営者

の公募において，保育所の設置・運営者として適切であると認めている社会福

祉法人実教そよかぜ福祉会において実施されているもの。 

  ＜運営法人＞ 

   法 人 名 社会福祉法人実教そよかぜ福祉会 

   法人所在地 福岡市中央区今泉一丁目４番１８号 

   法人代表者 吉田 登志子 

   法人設立日 平成２６年２月２１日 

  ＜施設概要＞ 

   施 設 名 高宮くすくすの丘保育園（仮） 

施設所在地 福岡市南区高宮４丁目１９番３５号 

   施 設 長 梅原 眞理子 

定   員 １１０名 

   敷 地 面 積  ９９８．４５㎡ 

   建 物 構 造  鉄筋コンクリート造３階建て 

   延べ床面積 ７９７．６３㎡ 

   開園予定日 平成２６年１２月１日 

 

（２） 保育所開設に関するこれまでの経緯について 

平成 25 年 6月 10日  福岡市において保育所設置・運営者を公募 

  平成 25年 11月 6日  福岡市保育所設置・運営希望者選定委員会開催 

  平成 25年 12月 11日  社会福祉法人実教そよかぜ福祉会を保育所設置・ 

運営者として決定   

  平成 26年 4月 9日    造成工事着手 

  平成 26年 5月 23日 園舎新築工事着手 
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（３） 運営法人による保育所開設に関する地域住民への説明状況について 

平成 25 年 7月 福岡市の公募に申し込むにあたり，事前に自治会長へ

計画の概要を説明。 

平成 25 年 12月 計画地周辺住民に対して，保育所開設に関する個別説

明を開始。 

平成 26 年 2月 16日 西高宮公民館にて，地域住民を対象とした保育所開設

に関する説明会を実施。 

平成 26 年 2月 23日 計画地向かいのマンションにて，マンション住人を対

象とした，保育所開設に関する説明会を実施。 

平成 26 年 3月 7日 説明会において質問された事項に対して，文書で回答。 

平成 26 年 3月～ 地域住民からの要望に対して個別での対応を実施。 

平成 26 年 8月 23日 自治会長の要請を受け，西高宮公民館にて保育所開設

に関する地域住民との意見交換会を実施。 

平成 26 年 9月 7日 アミカスにて２回目の意見交換会を実施。 

平成 26 年 9月 27日 西高宮公民館にて，２回の意見交換を踏まえた，保育

所開設に関する地域住民への説明会を実施。 

   ９月２７日の説明会では，送迎対策などについて，地域住民より概ね理解

を得ている。入所申込み状況を確認し，入所児童数の見込みを反映した最終

的な計画について，開園前に提示する予定である。 
  
 
（４）運営法人による保護者送迎への対応策について 

  駐車場については，敷地内に６台，近隣に２台の賃貸駐車場を確保しており， 

①保護者送迎車両の抑制策として 

    ・保護者への原則徒歩通園の依頼 

    （車両による送迎は０～２歳児の保護者や身体的な理由等により車両 

以外での送迎が困難な場合に駐車場の利用を許可） 

②路上駐車防止対策として  

・送迎ピーク時の交通誘導員を配置 

・南警察署へのパトロールの依頼 

  その他，小学生の通学時間との時間帯分離や送迎車両と通学路との動線分離，

さらには速やかな園児の受け渡しや通園ルートの設定など自動車利用者への

送迎ルールの徹底を図ることとしている。 

  また，他にも活用できる賃貸駐車場を探しているところであり，必要に応じ

て，駐車場の台数を増やすこととしている。 

 

 

 

 

 
 



 - 3 - 

３ 請願に対する福岡市の考え方 

認可保育所の開設にあたり，送迎時の対応など，近隣住民に配慮した計画

は必要であると考えており，運営法人に対して近隣住民と十分に協議し，  

その対応を図るよう指導している。 
これまで，説明会への同席及び路側帯のカラー舗装や電柱の移設等による

歩行者の安全対策のための関係機関との協議など，運営法人とともに地域住

民の安全確保について取り組んでいるところであり，開園後も，運営法人に

対して必要な指導や助言を継続し，地域に配慮した運営がなされるよう努め

ていく。 
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＜参 考＞ 

高宮くすくすの丘保育園設置予定地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(※)当該地図は著作権法上の規定によ

り，掲載しておりません。 
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高宮くすくすの丘保育園設置予定地（詳細図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

① ② 

(※)当該地図は著作権法上の規定によ

り，掲載しておりません。 


